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◎この調査票は、都市計画法で「市街化区域および市街化調整区域」の
線引き指定が行われていない市町村用です。

Ⅰ．調査地旧市町村の耕作目的売買価格（千円／／10ａ）－「記入の手引」Ⅱ．の３を参照。

◎前年（令和６年）報告した農用地区域の中田・中畑価格（自作地を自作地として売る場合）

指標 ①

農振法による区分

農振法による区分

固定資産税評価額
価　　　　 格

自作地を自作地として売る場合

12

1 2 3

000

000
31

92

中 田（10ａ当たり）

中田（10ａ当たり）コード

千円
96

中畑（10ａ当たり）コード

千円

中 畑（10ａ当たり）

農　用　地　区　域

田

（注）横ばいは±3％以内。 ↑2ケタで記入

畑

農　用　地　区　域

農　用　地　区　域　外

1 2 7
3 4 5 6

b
a b

記入すべきⅠの表欄

コード

都道府県名 市　町　村　名 指 　 標 　 コ 　 ー 　 ド旧　市　町　村　名郡名（支庁名）
調 査
地 区

－令和７年 5 月 1 日－ 都 道 府 県 農 業 会 議
（一社）全 国 農 業 会 議 所

調査者
氏　名

8 ＊ ＊

令和７年 田畑売買価格等に関する調査票
A  
「
記
入
の
手
引
」
を
よ
く
読
ん
で
か
ら
記
入
し
て
く
だ
さ
い

指標コードの①農振法地域指定区分に変更あるいは未記入がある場合は、記入の手引にしたがって裏面
に正しい指標を記入してください。

注）指標における農振法の線引き区分１～７と、記入すべき I．耕作目的田畑売買価格の表欄ａ、ｂとの関係は下記
のとおりです。間違った欄に記入しないように注意してください。　

使用目的変更（転用）価格の記入項目は裏面にあります。 

農 振 法
地域指定
区 　 分

②
農業地域
類型区分

① ii
県の独自
区　　分

i
県の独自
区　　分

表　

欄
コ
ー
ド

ａ

上　

昇

横
ば
い

下　

降

手
引
の
理
由

の　

番　

号

指
標
①
の
番
号
が
表
し
て
い
る
地
域
指
定
の

概
況
は
、
裏
面
の
区
分
チ
ャ
ー
ト
の
と
お
り
で
す
。

手
引
の
理
由

の　

番　

号

具 

体 

的 

な

理　
　
　

由
具 

体 

的 

な

理　
　
　

由

1 2 3

上　

昇

横
ば
い

下　

降

千
万

百
万

十
万

万 千 円

000

000

千
万

百
万

十
万

万 千 円

固定資産税評価額
価　　　　 格

自作地を自作地として売る場合

16
000

000
35

伝票．No.

コード

コード

55

51

コ
ー
ド

千
万

百
万

十
万

万 千 円

000

000

千
万

百
万

十
万

万 千 円

ｂ

◎令和７年の農用地区域の中田・中畑価格（上記表欄のａ）は前年（令和６年、上記表欄）に比べて、ど
のように変化しましたか。上昇、横ばい、下降のいずれかの番号に○印をつけ、その理由を裏面の整理
番号から１つだけ選んで2ケタで（01、02など）記入してください。

 （なお、「具体的な理由」欄には、特記する事項があれば、お書きください）

・・・・・・・

・・・・・
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Ⅱ．調査地旧市町村の使用目的変更（転用）田畑売買価格（円／／ 3.3㎡）－「記入の手引」Ⅱ．の６を参照。

◎農振指標に変更あるいは未記入があった場合は、手引にしたがい下記の項目番号に○をつけてください。

上　昇　の　場　合

住　 宅　 用
（民　間）

商業・工場用
（民　間）

国県道･高速道・
鉄道用

学校・公園・公立病院・
公民館等公共施設用

（3.3㎡当たり）

作　  目　  名

リ　  ン　  ゴ
（　　　　　 ）

柑　  橘　  系
（　　　　　 ）

そ　  の　  他
（　　　　　 ）

成　園　価　格 未 成 園 価 格

71

72

73

63

67

コード

－「記入の手引」Ⅱ. の 8 を参照。
（指標）調査地旧市町村の農業振興地域整備法（農振法）による地域指定の概況について

◎まず新市町村単位で考えてください。 受けている

受けていない

80％以上
80％未満

50％以上

1

3 4 5 6 7

完了した

未  完  了

2
貴市町村は、農振法による農業振興

地域の指定を受けていますか。

田

（注）備考欄には、区分ごとに調査地区の対象に選んだ地域（集落など）を控える等してください。

（備　考）

畑

（注）柑橘類の（　）内には、温州ミカン、甘夏、ハッサク、伊予
カン、ネーブル等の名前を具体的に記入してください。
なお、ユズ、スダチ、カボス等は柑橘類の中には含めませ
ん。その他の（　）内には、柑橘類、リンゴ以外の果樹を具
体的に記入してください。

（参考）樹園地を樹園地として（立木も含んで）売買する価格（千円／／ 10ａ）

コ
ー
ド

十
万

万 千 百 十 十
万

万 千 百 十 十
万

万 千 百 十 十
万

万 千 百 十 十
万

万 千 百 十円 円 円 円 円

000

000

000

千
万

百
万

十
万

万 千 円

000

000

000

千
万

百
万

十
万

万 千 円

◎次に旧市町村単位で考えてください。

上昇・横ばい・下降の理由と整理番号

「完了」した結果、農用地区域の農地は

調査地旧市町村の農地の何％を占

めていますか。

◎現在までに農

用地区域の設

定は完了しま

したか。

50％未満

20％以上
〜〜 20％未満 0　　％

１.　農業収益が増加・安定しているため
２.　農業経営の規模拡大意欲が強いため
３.　圃場整備・土地改良事業等が行われたため
４.　農用地区域の周辺で宅地化が進行した影響
５.　他の地区からの代替地としての需要が多いため
６.　工業用地等のための民間企業による買収の影響
７.　道路・鉄道等公共買収の影響
８.　農外資本による土地投機が行われたため
９.　農地は売らないものという意識が強く、売りに出される農地

が少ないため
10.　農地価格は上昇するものという意識が強く前年より高い価

格で売買されたため
11.　その他（具体的な文章で）

横　ば　い　・　下　降　の　場　合

１.　全体として農業の生産意欲が減退しているため
２.　米価など農産物価格が低い（不安定な）ため
３.　米の需給調整（生産目標数量）のため
４.　兼業化の進行等による労働力不足のため
５.　離農による過疎化が進行しているため
６.　農業後継者がいないため
７.　農地価格が農業収益等で買える限界まで達したため
８.　農地の買い手が少ないまたは買い控えのため
９.　あっせん事業等により価格水準が保たれているため
10.　負債整理のため農地売却が多いため
11.　土地投機や開発、宅地化、代替地取得等がおさまったため
12.　その他（具体的な文章で）
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　◎この「記入の手引」は、調査時点で都市計画法による「市街化区域と市街化調整区域」の
　　　　　　　　　　　　　　　線引き指定が行

・

わ
・

れ
・

て
・

い
・

な
・

い
・

市町村用です。

令 和 ７ 年

「田畑売買価格等に関する調査」
調査票（Ａ）記入の手引

令 和 ７ 年 ４ 月
都 道 府 県 農 業 会 議
（一社）全国農業会議所

　本調査の記入要領は下記のとおりです。調査票の記入に際しては、この「手引」をよく読んで、記入例にし
たがい、間違いのないようお願いします。

Ⅰ．調査方法等
１．調査時点は令和７年５月１日
　　調査時点は令和７年５月１日とします。使用目的変更（転用）田畑売買価格は、令和７年５月１日を含
む過去１年間の売買について記入してください。

２．調査対象地区は昭和25年当時の全旧市町村
　　調査対象地区は、貴農業委員会管内の全旧市町村（昭和25年時を基準）です。したがって、市町村合併
または編入に伴う分割や境界変更が生じた場合には、新市町村に対応した旧市町村すべてを対象とします。

３．調査対象農地
　　調査対象地区のすべての普通田畑を調査対象農地とします。但し、（参考）では樹園地を対象とします。

４．田畑売買価格のとり方
　　耕作目的の売買価格は、実際に取引された売買価格を記入するのではなく、旧市町村内の当該区域内で
その地域の状況を最もよく反映した地区の、実際に取引されるであろう価格をとらえ、記入してください。
詳しくは、Ⅱ．具体的な記入についての３．耕作目的中田・中畑売買価格について、６．使用目的変更（転
用）価格についてを参考にして記入してください。

　　　なお、転用目的売買価格は、実売買価格を参考にして、記入してください。

例）

（昭和25年） （昭和29年） （昭和30年1/1）

注）合併していない市町村では、その全域がひとつの調査対象地区となりますが、統計利用上の必要から市町村または旧市
　町村の範囲をさらに細分化した区域に分けて調査対象地区とすることがあります。

（昭和30年4/1） （現在）
この場合、調査対象旧市町村は４町村

矢板町
野崎村 （一部編入）
泉　村
片岡村

矢板町

矢板町
（合併）

（境界変更,
一部氏家町に）

矢板市

①矢板町
②泉　村
③野崎村2-1
④片岡村2-2

調査対象
となる
旧市町村
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Ⅱ．具体的な記入について
　調査票は、枠からはみ出さないよう、はっきりした数字で記入してください。

１．調査地区名について

２．指標と調査票の１．耕作目的田畑売買価格との関係（価格の記入表欄）について
　　指標における農振法の線引き区分１～７と、記入すべきⅠ．耕作目的田畑売買価格の表欄ａ、ｂとの関
係は下記のとおりです。間違った欄には記入しないように注意してください。

３．耕作目的中田・中畑売買価格について
（１）耕作目的中田・中畑売買価格について
　　「調査地区の旧市町村の耕作目的売買価格」の欄には、調査地区である旧市町村内の調査対象地の耕作目
的田畑売買価格（単位：千円／10a）を、農振法による区分、および中田・中畑の別に記入してください。

　　中田・中畑とは、調査地区の旧市町村において収量水準や生産条件が標準的な田（畑）を指します。
（２）固定資産税評価額について
　　「固定資産税評価額」の欄には、調査地区である旧市町村内の田・畑の固定資産税評価額の平均（単位：
千円／10a）を、農振法による区分の別にそれぞれ記入してください。

（３）耕作目的売買価格のとり方について
　　次のような方法で、農地価格を算出するようにしてください。

《手順》
（ア）調査対象地の特定
　　調査対象の旧市町村内で、田・畑別、農用地区域・農用地区域以外の区域の別に、その旧市町村の状況（一
般には農地事情）を最も的確に表している場所（以下、調査対象地という）をあらかじめ特定してください。

　　農振法の指定を受けている旧市町村では、次の区分について調査対象地を特定してください。

斜線部分は（一社）全国農業会議所で記入

コード

都道府県名 市　町　村　名 指 　 標 　 コ 　 ー 　 ド旧　市　町　村　名郡名（支庁名）
調 査
地 区

8 ＊ ＊

農 振 法
地域指定
区 　 分

②
農業地域
類型区分

① ii
県の独自
区　　分

i
県の独自
区　　分

指標 ①
1 2 7
3 4 5 6

b
a b

記入すべきⅠの表欄

Ⅰ．調査地旧市町村の耕作目的売買価格（千円／／10ａ）－「記入の手引」Ⅱ．の３を参照。

農振法による区分
固定資産税評価額

価　　　　 格
自作地を自作地として売る場合

12
000

000
31

中 田（10ａ当たり） 中 畑（10ａ当たり）

農　用　地　区　域

農　用　地　区　域　外

表　

欄
コ
ー
ド

ａ
千
万

百
万

十
万

万 千 円

000

000

千
万

百
万

十
万

万 千 円

固定資産税評価額
価　　　　 格

自作地を自作地として売る場合

16
000

000
35

コ
ー
ド

千
万

百
万

十
万

万 千 円

000

000

千
万

百
万

十
万

万 千 円

ｂ

数字は続き文
字にならない
ようはっきり
と記入する。

1 0 0 0 2 0 0 0 1 5 0 08 0 0
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　　　①農用地区域の中田
　　　②農用地区域外の中田
　　　③農用地区域の中畑
　　　④農用地区域外の中畑
　　なお、該当する区分の農地がない、またはあっても面積割合が極めて小さい区分については、記入の必
要はありません。

　　また、農地事情等を反映して旧市町村全体として中田・中畑価格に大差がないような場合には、調査対
象地をあえて特定する必要性はありませんが、できる限り調査対象地は特定するようにしてください。

　　調査対象地の決定にあたっては、収量や生産条件が標準的であっても、国県市道沿いなど転用期待の影
響が大きい農地は極力除いて設定してください。ひとりの担当者で決定せず、事務局、農業委員や農地利
用最適化推進委員などその地域に精通した方の意見を踏まえて特定してください。また、特定した調査対
象地については『○○集落の中田』など、事務局で必ず控えとして記録に残し、次年度以降の調査におい
ても同一の調査対象地での価格を報告できるようにしてください。やむをえず調査対象地を変更せざるを
得ない場合は、充分に検討し、ほぼ同水準の価格の地域を選定して下さい。

（イ）価格のとり方
　　耕作目的売買価格は、実際に取引された売買価格を記入するのではなく、調査時点（５月１日現在）で
旧市町村内の調査対象地で、売り手・買い手の双方が妥当とみて実際に取引されるであろう中田・中畑の
価格を記入してください。この価格の把握にあたっては、調査時点にできるだけ近い時点の売買実例価格
や地域での「呼び値（売り手や買い手の希望価格）」、農業委員や農地利用最適化推進委員など調査対象地
の事情に精通した方の意見を参考にして、できるだけ客観的に算出してください。この際、売買実例の金
額そのものではなく、過去からのすう勢を参考にしつつ、現在の取引見込み額を記入して下さい。

　　なお、売買実例価格を参考にする場合は、代替地取得による場合などによって、いちじるしく水準が高い、
あるいは著しく低いような実例（おおむね上下20％を超えるもの）については、明確な理由があるもの以
外は除外するようにしてください。

　　また、算出した価格については、農業委員会総会、部会等で検討いただくようお願いいたします。

４．前年（令和６年）報告した農用地区域の中田・中畑の価格について
　　前年（令和６年）報告した農用地区域の中田・中畑の価格については、（一社）全国農業会議所であらかじめ
前年の数値を打ち込んでいます（前年に報告がなかった場合又は集計対象外となった場合は、空欄になります）。

５．農用地区域の中田・中畑自作地価格の上昇・横ばい・下降について
（１）上昇・横ばい・下降について
　　この欄には、農振農用地区域の中田・中畑の価格が前年の価格にくらべてどのように変化したかについ
て記入してください。

　　・前年に比べて値上がり（３％超）の場合は、「上昇」に○印をつけてください。
　　・前年に比べて横ばい（±３％以内）の場合は、「横ばい」に○印をつけてください。
　　・前年に比べて値下がり（３％超）の場合は、「下降」に○印をつけてください。
（２）上昇・横ばい・下降の理由について
　　「上昇」、「横ばい」、「下降」の理由は、４頁の整理番号のなかから該当するものを１つだけ選んで記入し、
特記する事項があれば、別途お書きください。

―3―

理由番号は、２ケタで必ず１つだけ記入する。

4

5

0

0

1 2 3

田

畑

上　

昇

横
ば
い

下　

降

手
引
の
理
由

の　

番　

号
手
引
の
理
由

の　

番　

号

具 

体 

的 

な

理　
　
　

由
具 

体 

的 

な

理　
　
　

由

1 2 3

上　

昇

横
ば
い

下　

降

◎令和７年の農用地区域の中田・中畑価格（上記表欄のａ）は前年（令和６年、上記表欄）に比べて、ど
のように変化しましたか。上昇、横ばい、下降のいずれかの番号に○印をつけ、その理由を裏面の整理
番号から１つだけ選んで記入してください。

 （なお、「具体的な理由」欄には、特記する事項があれば、お書きください）

・・・・・

コード

コード

55

51

25-03-349_記入の手引き-A.indd   325-03-349_記入の手引き-A.indd   3 2025/04/07   9:29:482025/04/07   9:29:48



６．使用目的変更（転用）価格について
　　使用目的変更（転用）価格は、農地（田・畑）を転用目的で売買する価格のうち、民間の開発による「住
宅用」、同じく「商業・工場用」と、「国県道・高速道・鉄道用」（市町村道は含まない）、「学校・公園・運
動場・公立病院・公民館など公共施設用」の４つの用途別に田・畑それぞれ3.3㎡（１坪）当たりの金額を
記入して下さい。

　　「住宅用」、「商業・工場用」については、売買実例価格を参考にして、調査地区として妥当と思われる価
格を記入してください。但し、「国県道・高速道・鉄道用」、「学校・公園・運動場・公立病院・公民館など
公共施設用」は、売買実例のない場合は記入する必要はありません。

７．（参考）樹園地価格について
　　樹園地価格は、立木を含んだ価格を調査します。
　　調査する樹園地の作目（柑橘類・リンゴ等）および品種は、その調査地区の旧市町村で最も一般的な作
目および品種とします。成園・未成園の区別は、調査地区の旧市町村での通常の区分とします。なお、柑
橘類については、（　）内に温州ミカン、甘夏等具体的に記入してください。また、「その他」には、柑橘類、
リンゴ以外の果樹名を具体的に記入してください。

―4―

上　昇　の　場　合

上昇・横ばい・下降の理由と整理番号

01.　農業収益が増加・安定しているため
02.　農業経営の規模拡大意欲が強いため
03.　圃場整備・土地改良事業等が行われたため
04.　農用地区域の周辺で宅地化が進行した影響
05.　他の地区からの代替地としての需要が多いため
06.　工業用地等のための民間企業による買収の影響
07.　道路・鉄道等公共買収の影響
08.　農外資本による土地投機が行われたため
09.　農地は売らないものという意識が強く、売りに

出される農地が少ないため
10.　農地価格は上昇するものという意識が強く前年

より高い価格で売買されたため
11.　その他（具体的な文章で）

横 ば い ・ 下 降 の 場 合

01.　全体として農業の生産意欲が減退しているため
02.　米価など農産物価格が低い（不安定な）ため
03.　米の需給調整（生産目標数量）のため
04.　兼業化の進行等による労働力不足のため
05.　離農による過疎化が進行しているため
06.　農業後継者がいないため
07.　農地価格が農業収益等で買える限界まで達したため
08.　農地の買い手が少ないまたは買い控えのため
09.　あっせん事業等により価格水準が保たれている
ため

10.　負債整理のため農地売却が多いため
11.　土地投機や開発、宅地化、代替地取得等がおさ
まったため

12.　その他（具体的な文章で）

Ⅱ．調査地旧市町村の使用目的変更（転用）田畑売買価格（円／／ 3.3㎡）－「記入の手引」Ⅱ．の６を参照。

住　 宅　 用
（民　間）

商業・工場用
（民　間）

国県道･高速道・
鉄道用

学校・公園・公立病院・
公民館等公共施設用

（3.3㎡当たり）

63

67

田

畑

コ
ー
ド

十
万

万 千 百 十 十
万

万 千 百 十 十
万

万 千 百 十 十
万

万 千 百 十 十
万

万 千 百 十円 円 円 円 円

3 0 0 0 0 2 5 0 0 0

2 5 0 0 0 2 0 0 0 0

作　  目　  名

リ　  ン　  ゴ
（　　　　　 ）

柑　  橘　  系
（　　　　　 ）

そ　  の　  他
（　　　　　 ）

成　園　価　格 未 成 園 価 格

71

72

73

コード

（注）柑橘類の（　）内には、温州ミカン、甘夏、ハッサク、伊予
カン、ネーブル等の名前を具体的に記入してください。
なお、ユズ、スダチ、カボス等は柑橘類の中には含めませ
ん。その他の（　）内には、柑橘類、リンゴ以外の果樹を具
体的に記入してください。

（参考）樹園地を樹園地として（立木も含んで）売買する価格（千円／／ 10ａ）

000

000

000

千
万

百
万

十
万

万 千 円

000

000

000

千
万

百
万

十
万

万 千 円

温州ミカン

具体的に作物名を記入してください。

モ　モ

6 0 0 5 0 0

7 0 0 3 0 0

1 2 0 0 6 0 0
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以下の手引は指標の区分に見直し等があった場合は、参考にして記入してください

８．（指標）調査地旧市町村の農業振興地域整備法（農振法）による区分について
　　原則として昨年の指標を打ち込んでいます。区分の見直し等があった場合は、正しい指標を訂正欄に記
入してください。その場合、以下の手順にしたがって記入してください。

《指標が変更になった場合の手順》
（ア）「農振法による農業振興地域の指定を受けていますか」の欄について
　　調査時点において、貴市町村が新市町村の単位で、農振法による農業振興整備計画地域の指定を受けて
いるかどうかについて、該当する項目に○印をつけてください。

（イ）「農用地区域の設定は完了しましたか」の欄について
　　この欄は、農業振興地域の指定を受け、農業振興計画を樹立した市町村で現在までに農用地区域の設定
が完了したかどうかを、新市町村単位で答えてください。

　　なお、農振法の指定を受けても、実質的には農用地の設定が完了していない場合には、「未完了」に○印
をつけてください。なお、一部の見直しについては、「完了」扱いとしてください。

（ウ）旧市町村における農用地区域の設定の状況について
　　農用地区域の設定が「完了した」と答えた場合、調査地区の旧市町村単位で、その農用地区域の農地が
調査旧市町村内の農地の何％位を占めているかについて、３～７番の中から１つを選んで○印をつけてく
ださい。

《農用地区域の農地面積割合の算出式》

旧市町村の農用地区域の農地面積割合＝旧市町村の農振農用地区域の農地面積／旧市町村の農地面積

―5―

（指標）調査地旧市町村の農業振興地域整備法（農振法）による地域指定の概況について

◎まず新市町村単位で考えてください。 受けている

受けていない

80％以上
80％未満

50％以上

1

3 4 5 6 7

完了した

未  完  了

2
貴市町村は、農振法による農業振興

地域の指定を受けていますか。

◎次に旧市町村単位で考えてください。

「完了」した結果、農用地区域の農地は

調査地旧市町村の農地の何％を占

めていますか。

◎現在までに農

用地区域の設

定は完了しま

したか。

50％未満

20％以上
〜〜 20％未満 0　　％
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◎この調査票は、都市計画法で「市街化区域および市街化調整区域」の
線引き指定が行われている市町村用です。

Ⅰ．調査地旧市町村の耕作目的売買価格（千円／／ 10ａ）－「記入の手引」Ⅱ．の３を参照。

◎前年（令和６年）報告した農用地区域の中田・中畑価格（自作地を自作地として売る場合）

指標　① 指標　② 

農振法に 

よる区分 

都市計画 
法による 
区　　分 

市 街 化
調整区域

その他の 
区　　域 

その他の 
区　　域 

市 街 化  
調整区域 

市 街 化  
区　　域 

農振法区分 

固定資産税評価額 
価　　　　 格 

自作地を自作地として売る場合 

01

1 2 3

000

000

000

000

000

12

21

31

41

81

中 田（10ａ当たり）

中田（10ａ当たり） コード 

千円 
85

中畑（10ａ当たり） コード 

千円 

中 畑（10ａ当たり）

農　用　地　 

区 　 域  

田

（注）横ばいは±3％以内。 ↑2ケタで記入

畑

農　用　地 
区　域　内 

都計法区分

市　街　化
調整区域

農　用　地　 

区　域　外 

1 

2 

7

3 
4 
5 
6 

1 d 1 b,   d
2 e 2 なし
3 c,  e 3 a,   c,   e
4 c 4 a,   c
5 c,   d,   e 5 a,   b,   c,   d,   e
6 c,   d
7 d

6 a,   b,   c,   d
7 b,   d

Ⅰ・Ⅱで記入する表欄 指標　① 指標　② Ⅰ・Ⅱで記入する表欄

コード 

都道府県名 市　町　村　名 指 　 標 　 コ 　 ー 　 ド旧　市　町　村　名 郡名（支庁名） 
調 査  
地 区  

－令和７年 5 月 1 日－ 都 道 府 県 農 業 会 議
（一社）全 国 農 業 会 議 所

調査者 
氏　名 

＊ ＊ 

令和７年 田畑売買価格等に関する調査票
B  

「
記
入
の
手
引
」
を
よ
く
読
ん
で
か
ら
記
入
し
て
く
だ
さ
い 

指標コード①農振法地域指定区分、あるいは②都市計画法線引き区分に変更あるいは未記入がある場合
は、記入の手引にしたがって裏面に正しい指標を記入してください。

注）指標①②における農振法の線引き区分と、記入すべき I・耕作目的売買価格の表欄ａ～ｅ、Ⅱ. 使用目的変更（転
用）価格の表欄ａ～ｅとの関係は下記のとおりです。間違った欄に記入しないように注意してください。　

使用目的変更（転用）価格の記入項目は裏面にあります。 

②
都市計画
法線引き
区 　 分

③
農業地域
類型区分

ii
県の独自
区　　分

i
県の独自
区　　分

表　

欄 
コ
ー
ド 

ａ

上　

昇

横
ば
い

下　

降

手
引
の
理
由

の　

番　

号

指
標
①
・
②
の
番
号
が
表
し
て
い
る
地
域
指
定
の

概
況
は
、
裏
面
の
区
分
チ
ャ
ー
ト
の
と
お
り
で
す
。

手
引
の
理
由

の　

番　

号

具 

体 

的 

な

理　
　
　

由
具 

体 

的 

な

理　
　
　

由

1 2 3

上　

昇

横
ば
い

下　

降

千
万 

百
万 

十
万 

万 千 円 

000

000

000

000

000

千
万 

百
万 

十
万 

万 千 円 

固定資産税評価額 
価　　　　 格 

自作地を自作地として売る場合 

05
000

000
16

25

35

45

伝票．No. 

コード

51

コード

55

コ
ー
ド 

千
万 

百
万 

十
万 

万 千 円 

000

000

000 000

000 000

000 000

千
万 

百
万 

十
万 

万 千 円 

ｂ

ｃ

ｄ

ｅ

◎令和７年の市街化調整区域の農用地区域の中田・中畑価格（上記表欄のａ）は前年（令和６年、上記
表欄）に比べて、どのように変化しましたか。上昇、横ばい、下降のいずれかに○印をつけ、その理
由を記入の手引の整理番号から１つだけ選んで2ケタで（01、02など）記入してください。

 （なお、「具体的な理由」欄には、特記する事項があれば、お書きください）

・・・・・・ 

貴
市
町
村
が
、
都
市
計
画
法
に
よ
る
線
引
き
「
未
完
了
」
の 

場
合
は
、「
そ
の
他
の
区
域
」の
該
当
欄
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。 

・・・・・

農 振 法
地域指定
区 　 分

①
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Ⅱ．調査地旧市町村の使用目的変更（転用）田畑売買価格（円／／ 3.3㎡）－「記入の手引」Ⅱ．の６を参照。

◎農振指標、都計指標に変更あるいは未記入があった場合は、手引にしたがい下記の項目番号に○をつけてください。

住　 宅　 用 
（民　間） 

商業・工場用 
（民　間） 

国県道･高速道・ 
鉄道用 

学校・公園・公立病院・ 
公民館等公共施設用 

（3.3㎡当たり） 

（3.3㎡当たり） 

作　  目　  名 

リ　  ン　  ゴ 
（　　　　　 ） 

柑　  橘　  類
（　　　　　 ）

そ　  の　  他 
（　　　　　 ） 

成　園　価　格 未 成  園 価 格

71

72

73

61

62

63

コード 

－「記入の手引」Ⅱ. の 8・9 を参照。
（指標①）調査地旧市町村の農業振興地域整備法（農振法）による地域指定の概況について

（指標②）調査地旧市町村の都市計画法による市街化区域・市街化調整区域の線引き実施状況について

◎まず新市町村単位で考えてください。 受けている 

受けていない 

80％以上 
80％未満 
 

50％以上 

1 

3 4 5 6 7 

完了した 

未  完  了 

2 
貴市町村は、農振法による農業振興 

地域の指定を受けていますか。 

田

（注）備考欄には、区分ごとに調査地区の対象に選んだ地域（集落など）を控える等してください。

（備　考） 

畑

（注）柑橘類の（　）内には、温州ミカン、甘夏、ハッサク、伊予
カン、ネーブル等の名前を具体的に記入してください。
なお、ユズ、スダチ、カボス等は柑橘類の中には含めませ
ん。その他の（　）内には、柑橘類、リンゴ以外の果樹を具
体的に記入してください。

（参考）樹園地を樹園地として（立木も含んで）売買する価格（千円／／ 10ａ）

コ
ー
ド 

円 円 円 円 円 

000

000

000

千
万 

百
万 

十
万 

万 千 円 

000

000

000

千
万 

百
万 

十
万 

万 千 円 

◎次に旧市町村単位で考えてください。

「完了」した結果、農用地区域の農地は

調査地旧市町村の農地の何％を占

めていますか。

◎現在までに農

用地区域の設

定は完了しま

したか。 

◎まず新市町村単位で考えてください。貴市町村は、都市計画法による市

完了した 未  完  了 

1 
街化区域・市街化調整区域の線引きが完了しましたか。 

旧市町村の全
域が市街化区
域になった。 

旧市町村の全
域が市街化区
域と市街化調
整区域に入っ
た。 

旧市町村の全
域が市街化調
整区域だけに
入った。 

旧市町村の一
部が市街化区
域と市街化調
整区域に入っ
た。 

旧市町村の一
部が市街化調
整区域だけに
入った。 

旧市町村の全
域が市街化区
域にも市街化
調整区域にも
入らなかった。

50％未満

20％以上
〜　〜　 20％未満 0　　％ 

2 3 4 5 6 7 ◎つぎに旧市町村単位で考えてください。

線引きの結果、調査地旧市町村は、次 

のどれになりましたか。 

都市計画 
法による 
区　　分 

市 街 化  
区　　域 

市 街 化  
調整区域 

その他の 
区　　域 

e

ａ
・ｃ

ｂ
・
ｄ

65

66

67

円 十 円 円 円 円 市 街 化  
区　　域 

市 街 化  
調整区域 

その他の 
区　　域 

e

ａ
・ｃ

ｂ
・
ｄ

表　

欄 

十
万

万 千 百 十 十
万

万 千 百 十 十
万

万 千 百 十 十
万

万 千 百 十 十
万

万 千 百 十

十
万

万 千 百 十 十
万

万 千 百 十 十
万

万 千 百 十 十
万

万 千 百 十 十
万

万 千 百 十
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　◎この「記入の手引」は、調査時点で都市計画法による「市街化区域と市街化調整区域」の
　　　　　　　　　　　　　　　線引き指定が行

・

わ
・

れ
・

て
・

い
・

る
・

市町村用です。

令 和 ７ 年

「田畑売買価格等に関する調査」
調査票（Ｂ）記入の手引

令 和 ７ 年 ４ 月
都 道 府 県 農 業 会 議
（一社）全国農業会議所

　本調査の記入要領は下記のとおりです。調査票の記入に際しては、この「手引」をよく読んで、記入例にし
たがい、間違いのないようお願いします。

Ⅰ．調査方法等
１．調査時点は令和７年５月１日
　　調査時点は令和７年５月１日とします。使用目的変更（転用）田畑売買価格は、令和７年５月１日を含
む過去１年間の売買について記入してください。

２．調査対象地区は昭和25年当時の全旧市町村
　　調査対象地区は、貴農業委員会管内の全旧市町村（昭和25年時を基準）です。したがって、市町村合併
または編入に伴う分割や境界変更が生じた場合には、新市町村に対応した旧市町村すべてを対象とします。

３．調査対象農地
　　調査対象地区のすべての普通田畑を調査対象農地とします。但し、（参考）では樹園地を対象とします。

４．田畑売買価格のとり方
　　耕作目的の売買価格は、実際に取引された売買価格を記入するのではなく、旧市町村内の当該区域内で
その地域の状況を最もよく反映した地区の、実際に取引されるであろう価格をとらえ、記入してください。
詳しくは、Ⅱ．具体的な記入についての３．耕作目的中田・中畑売買価格について、６．使用目的変更（転
用）価格についてを参考にして記入してください。

例）

（昭和25年） （昭和29年） （昭和30年1/1）

注）合併していない市町村では、その全域がひとつの調査対象地区となりますが、統計利用上の必要から市町村または旧市
　町村の範囲をさらに細分化した区域に分けて調査対象地区とすることがあります。

（昭和30年4/1） （現在）
この場合、調査対象旧市町村は４町村

矢板町
野崎村 （一部編入）
泉　村
片岡村

矢板町

矢板町
（合併）

（境界変更,
一部氏家町に）

矢板市

①矢板町
②泉　村
③野崎村2-1
④片岡村2-2

調査対象
となる
旧市町村
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Ⅱ．具体的な記入について
　調査票は、枠からはみ出さないよう、はっきりした数字で記入してください。

１．調査地区名について

２．指標と調査票のⅠ．耕作目的売買価格Ⅱ．使用目的変更（転用）価格との関係について
　　指標①②における農振法の線引き区分と、記入すべきⅠ．耕作目的売買価格の表欄ａ～ｅ、Ⅱ．使用目
的変更（転用）価格の表欄ａ～ｅとの関係は下記のとおりです。間違った欄には記入しないように注意し
てください。

３．耕作目的中田・中畑売買価格について
（１）耕作目的中田・中畑売買価格について
　　「調査地区の旧市町村の耕作目的売買価格」の欄には、調査地区である旧市町村内の調査対象地の耕作目
的田畑売買価格（単位：千円／10ａ）を、農振法と都市計画法による区分、および中田・中畑の別に記入
してください。

　　中田・中畑とは、調査地区の旧市町村において収量水準や生産条件が標準的な田（畑）を指します。
（２）固定資産税評価額について
　　「固定資産税評価額」の欄には、調査地区である旧市町村内の田・畑の固定資産税評価額の平均（単位：
千円／10ａ）を、農振法および都市計画法による区分の別にそれぞれ記入してください。

（３）耕作目的売買価格のとり方について
　　次のような方法で、農地価格を算出するようにしてください。

斜線部分は（一社）全国農業会議所で記入

コード

都道府県名 市　町　村　名 指 　 標 　 コ 　 ー 　 ド旧　市　町　村　名郡名（支庁名）
調 査
地 区

＊ ＊

②
都市計画
法線引き
区 　 分

③
農業地域
類型区分

ii
県の独自
区　　分

i
県の独自
区　　分

農 振 法
地域指定
区 　 分

①

指標① 指標②

1

2

7

3

4

5

6

1 d 1 b,   d

2 e 2 なし

3 c,  e 3 a,   c,   e

4 c 4 a,   c

5 c,   d,   e 5 a,   b,   c,   d,   e

6 c,   d

7 d

6 a,   b,   c,   d

7 b,   d

Ⅰ・Ⅱで記入する表欄 指標① 指標② Ⅰ・Ⅱで記入する表欄
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《手順》
（ア）調査対象地の特定
　　農振法および都市計画法の指定を受けている旧市町村では、中田・中畑のそれぞれにつき次の５区分に
ついて調査対象地を特定してください。

　　　①農用地区域で市街化調整区域の区域
　　　②農用地区域で市街化調整区域以外の区域
　　　③農用地区域外で市街化調整区域の区域
　　　④農用地区域外で市街化調整区域以外の区域
　　　⑤市街化区域

　　なお、農振法および都市計画法の指定を受けている旧市町村では、調査対象農地は以上のような区分で
細分されます。該当する区分の農地がない、またはあっても面積割合がきわめて小さい場合などは、記入
の必要はありませんが、農用地区域内の市街地調整区域の農地価格は本調査で特に重視している調査対象
地ですから、極力把握してください。

　　なお、調査対象地の決定にあたっては、収量や生産条件が標準的であっても、国県市道沿いなど転用期
待の影響の大きい農地は極力除いて設定してください。ひとりの担当者で決定せず、事務局、農業委員や
農地利用最適化推進委員などその地域に精通した方の意見を踏まえて特定してください。また、特定した
調査対象地については『○○集落の中田』など、事務局で必ず控えとして記録に残し、次年度以降の調査
においても同一の調査対象地での価格を報告できるようにしてください。やむをえず調査対象地を変更せ
ざるを得ない場合は、充分に検討し、ほぼ同水準の価格の地域を選定して下さい。

（イ）価格のとり方
　　耕作目的売買価格は、実際に取引された売買価格を記入するのではなく、調査時点（５月１日現在）で
旧市町村内の調査対象地において、売り手・買い手の双方が妥当とみて実際に取引されるであろう中田・
中畑の価格を記入してください。この価格の把握にあたっては、調査時点にできるだけ近い時点の売買実
例価格や地域での「呼び値（売り手や買い手の希望価格）」、農業委員や農地利用最適化推進委員など調査
対象地の事情に精通した方の意見を参考にして、できるだけ客観的に算出してください。この際売買実例
の金額そのものではなく、過去からのすう勢を参考にしつつ、現在の見込みを記入して下さい。

　　なお、売買実例価格を参考にする場合は、代替地取得による場合などによって、いちじるしく水準が高い、
あるいは著しく低いような実例（おおむね上下20％を超えるもの）については、明確な理由があるもの以
外は除外するようにしてください。

　　また、算出した価格については、農業委員会総会、部会等で検討いただくようお願いいたします。

４．前年（令和６年）報告した農用地区域の中田・中畑の価格について
　　前年（令和６年）報告した農用地区域の中田・中畑の価格については、（一社）全国農業会議所であらかじめ
前年の数値を打ち込んでいます（前年に報告がなかった場合又は集計対象外となった場合は、空欄になります）。
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Ⅰ．調査地旧市町村の耕作目的売買価格（千円／ 10ａ）－「記入の手引」Ⅱ．の３を参照。

農振法に

よる区分

都市計画
法による
区　　分

市 街 化
調整区域

その他の
区　　域

その他の
区　　域

市 街 化
調整区域

市 街 化
区　　域

固定資産税評価額
価　　　　 格

自作地を自作地として売る場合

01
000

000

000

000

000

12

21

31

41

中 田（10ａ当たり） 中 畑（10ａ当たり）

農　用　地　

区 　 域

農　用　地　

区　域　外

表　

欄
コ
ー
ド

ａ
千
万

百
万

十
万

万 千 円

000

000

000

000

000

千
万

百
万

十
万

万 千 円

固定資産税評価額
価　　　　 格

自作地を自作地として売る場合

05
000

000
16

25

35

45

コ
ー
ド

千
万

百
万

十
万

万 千 円

000

000

000 000

000 000

000 000

千
万

百
万

十
万

万 千 円

ｂ

ｃ

ｄ

ｅ

数字は続き文
字にならない
ようはっきり
と記入する。

2 0 0 0

3 0 0 0

4 0 0 0

1 5 0 0

2 5 0 0

3 5 0 0

3 0 0 0

4 0 0 0

5 0 0 0

2 0 0 0

3 0 0 0

4 0 0 0
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５．農用地区域の中田・中畑自作地価格の上昇・横ばい・下降について
（１）上昇・横ばい・下降について
　　この欄には、農振農用地区域の中田・中畑の価格が前年の価格にくらべてどのように変化したかについ
て記入してください。

　・前年に比べて値上がり（３％超）の場合は、「上昇」に○印をつけてください。
　・前年に比べて横ばい（±３％以内の変動）の場合は、「横ばい」に○印をつけてください。
　・前年に比べて値下がり（３％超）の場合は、「下降」に○印をつけてください。

（２）上昇・横ばい・下降の理由について
　　「上昇」、「横ばい」、「下降」の理由は、下記の整理番号のなかから該当するものを１つだけ選んで記入し、
特記する事項があれば、別途お書きください。

６．使用目的変更（転用）価格について
　　使用目的変更（転用）価格は、農地（田・畑）を転用目的で売買する価格のうち、民間の開発による「住
宅用」、同じく「商業・工場用」と、「国県道・高速道・鉄道用」（市町村道は含まない）、「学校・公園・運
動場・公立病院・公民館など公共施設用」の４つの用途別および、都市計画法による区分別に、田・畑そ
れぞれ3.3㎡（１坪）当たりの金額を記入して下さい。

　　「住宅用」、「商業・工場用」については、売買実例価格を参考にして、調査地区として妥当と思われる価
格を記入してください。ただし、「国県道・高速道・鉄道用」、「学校・公園・運動場・公立病院・公民館な
ど公共施設用」は、売買実例のない場合は記入する必要はありません。
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理由番号は、２ケタで必ず１つだけ記入する。

1 2 3

田

畑

上　

昇

横
ば
い

下　

降

手
引
の
理
由

の　

番　

号
手
引
の
理
由

の　

番　

号

具 

体 

的 

な

理　
　
　

由
具 

体 

的 

な

理　
　
　

由

1 2 3

上　

昇

横
ば
い

下　

降

◎令和７年の市街化調整区域の農用地区域の中田・中畑価格（上記表欄のａ）は前年（令和６年、上記
表欄）に比べて、どのように変化しましたか。上昇、横ばい、下降のいずれかに○印をつけ、その理
由を記入の手引の整理番号から１つだけ選んで記入してください。

 （なお、「具体的な理由」欄には、特記する事項があれば、お書きください）

・・・・・

4

5

0

0

コード

51

コード

55

上　昇　の　場　合

上昇・横ばい・下降の理由と整理番号

01.　農業収益が増加・安定しているため
02.　農業経営の規模拡大意欲が強いため
03.　圃場整備・土地改良事業等が行われたため
04.　農用地区域の周辺で宅地化が進行した影響
05.　他の地区からの代替地としての需要が多いため
06.　工業用地等のための民間企業による買収の影響
07.　道路・鉄道等公共買収の影響
08.　農外資本による土地投機が行われたため
09.　農地は売らないものという意識が強く、売りに

出される農地が少ないため
10.　農地価格は上昇するものという意識が強く前年

より高い価格で売買されたため
11.　その他（具体的な文章で）

横 ば い ・ 下 降 の 場 合

01.　全体として農業の生産意欲が減退しているため
02.　米価など農産物価格が低い（不安定な）ため
03.　米の需給調整（生産目標数量）のため
04.　兼業化の進行等による労働力不足のため
05.　離農による過疎化が進行しているため
06.　農業後継者がいないため
07.　農地価格が農業収益等で買える限界まで達したため
08.　農地の買い手が少ないまたは買い控えのため
09.　あっせん事業等による価格水準が保たれている
ため

10.　負債整理のため農地売却が多いため
11.　土地投機や開発、宅地化、代替地取得等がおさ
まったため

12.　その他（具体的な文章で）
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７．（参考）樹園地価格について
　　樹園地価格は、立木を含んだ価格を調査します。
　　調査する樹園地の作目（柑橘類・リンゴ等）および品種は、その調査地区の旧市町村で最も一般的な作
目および品種とします。成園・未成園の区別は、調査地区の旧市町村での通常の区分とします。

　　なお、柑橘類については、（　）内に温州ミカン、甘夏等具体的に記入してください。また、「その他」には、
柑橘類、リンゴ以外の果樹名を具体的に記入してください。

以下の手引は指標の区分に見直し等があった場合は、参考にして記入してください

８．（指標）①の調査地旧市町村の農業振興地域整備法（農振法）による区分について
　　原則として昨年の指標を打ち込んでいます。区分の見直し等があった場合や指標①の欄が未記入の場合
は、正しい指標を訂正欄（裏面下欄）に記入してください。その場合は、以下の手順にしたがって記入し
てください。
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Ⅱ．調査地旧市町村の使用目的変更（転用）田畑売買価格（円／ 3.3㎡）－「記入の手引」Ⅱ．の６を参照。

住　 宅　 用
（民　間）

商業・工場用
（民　間）

国県道･高速道・
鉄道用

学校・公園・公立病院・
公民館等公共施設用

（3.3㎡当たり）

（3.3㎡当たり）

61

62

63

田

畑

コ
ー
ド

円 円 円 円 円

都市計画
法による
区　　分

市 街 化
区　　域

市 街 化
調整区域

その他の
区　　域

e

ａ
・ｃ

ｂ
・
ｄ

65

66

67

円 十 円 円 円 円市 街 化
区　　域

市 街 化
調整区域

その他の
区　　域

e

ａ
・ｃ

ｂ
・
ｄ

表　

欄
十
万

万 千 百 十 十
万

万 千 百 十 十
万

万 千 百 十 十
万

万 千 百 十 十
万

万 千 百 十

十
万

万 千 百 十 十
万

万 千 百 十 十
万

万 千 百 十 十
万

万 千 百 十 十
万

万 千 百 十

3 0 0 0 0

2 5 0 0 0

2 5 0 0 0

2 0 0 0 0

2 5 0 0 0

2 0 0 0 0

2 0 0 0 0

1 5 0 0 0

作　  目　  名

リ　  ン　  ゴ
（　　　　　 ）

柑　  橘　  類
（　　　　　 ）

そ　  の　  他
（　　　　　 ）

成　園　価　格 未 成  園 価 格

71

72

73

コード

（注）柑橘類の（　）内には、温州ミカン、甘夏、ハッサク、伊予
カン、ネーブル等の名前を具体的に記入してください。
なお、ユズ、スダチ、カボス等は柑橘類の中には含めませ
ん。その他の（　）内には、柑橘類、リンゴ以外の果樹を具
体的に記入してください。

（参考）樹園地を樹園地として（立木も含んで）売買する価格（千円／ 10ａ）

000

000

000

千
万

百
万

十
万

万 千 円

000

000

000

千
万

百
万

十
万

万 千 円

温州ミカン

具体的に作物名を記入してください。

モ　モ

6 0 0 5 0 0

7 0 0 3 0 0

1 2 0 0 6 0 0

（指標①）調査地旧市町村の農業振興地域整備法（農振法）による地域指定の概況について

◎まず新市町村単位で考えてください。 受けている

受けていない

80％以上
80％未満

50％以上

1

3 4 5 6 7

完了した

未  完  了

2
貴市町村は、農振法による農業振興

地域の指定を受けていますか。

◎次に旧市町村単位で考えてください。

「完了」した結果、農用地区域の農地は

調査地旧市町村の農地の何％を占

めていますか。

◎現在までに農

用地区域の設

定は完了しま

したか。

50％未満

20％以上
〜〜 20％未満 0　　％
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《指標が変更になった場合の手順》
（ア）「農振法による農業振興地域の指定を受けていますか」の欄について
　　調査時点において、貴市町村が新市町村の単位で、農振法による農業振興整備計画地域の指定を受けて
いるかどうかについて、該当する項目に○印をつけてください。

（イ）「農用地区域の設定は完了しましたか」の欄について
　　この欄は、農業振興地域の指定を受け、農業振興計画を樹立した市町村で現在までに農用地区域の設定
が完了したかどうかを、新市町村単位で答えてください。

　　なお、農振法の指定を受けても、実質的には農用地の設定が完了していない場合には、「未完了」に○印
をつけてください。なお、一部の見直しについては、「完了」扱いとしてください。

（ウ）旧市町村における農用地区域の設定の状況について
　　農用地区域の設定が「完了した」と答えた場合、調査地区の旧市町村単位で、その農用地区域内の農地
が調査旧市町村内の農地の何％位を占めているかについて、３～７番の中から１つを選んで○印をつけて
ください。

《農用地区域の農地面積割合の算出式》

旧市町村の農用地区域の農地面積割合＝旧市町村の農振農用地区域の農地面積／旧市町村の農地面積

９．指標②の都市計画法の区分について
　　原則として昨年の指標を打ち込んでいます。区分の見直しがあった場合や指標②の欄が未記入の場合等
は、正しい指標を訂正欄（裏面下欄）に記入してください。その場合、以下の手順にしたがって記入して
ください。

≪指標に変更があった場合の手順≫
（ア）「線引きが完了しましたか」の欄について
　　まず新市町村単位で調査時点現在、貴市町村で都市計画法による市街化区域・市街化調整区域の線引き
が「完了した」か、「未完了」かを答えてください。

（イ）調査地旧市町村における市街化区域・市街化調整区域の線引き概要について
　　都市計画法における市街化区域・市街化調整区域の線引きが完了している場合、調査地区の旧市町村単
位では、その線引きがどのようになったか、２～７番の中の１つに○印をつけてください。

―6―

（指標②）調査地旧市町村の都市計画法による市街化区域・市街化調整区域の線引き実施状況について

◎まず新市町村単位で考えてください。貴市町村は、都市計画法による市

完了した 未  完  了

1
街化区域・市街化調整区域の線引きが完了しましたか。

旧市町村の全
域が市街化区
域になった。

旧市町村の全
域が市街化区
域と市街化調
整区域に入っ
た。

旧市町村の全
域が市街化調
整区域だけに
入った。

旧市町村の一
部が市街化区
域と市街化調
整区域に入っ
た。

旧市町村の一
部が市街化調
整区域だけに
入った。

旧市町村の全
域が市街化区
域にも市街化
調整区域にも
入らなかった。

2 3 4 5 6 7◎つぎに旧市町村単位で考えてください。

線引きの結果、調査地旧市町村は、次

のどれになりましたか。
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